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平成 20 年 8 月 20 日        

独立行政法人国民生活センター 

 

携帯電話機の有償保証サービスに係る消費者トラブルについて 

 

国民生活センター（以下、当センター）の経由相談には、2008 年 3 月以降、ソフトバン

クモバイル株式会社（以下、事業者）と携帯電話サービス契約を結んだ際、携帯電話機の

保証サービスである「スーパー安心パック（資料１）」に加入した消費者から、「『スーパー

安心パック』の契約内容を一方的に『あんしん保証パック（資料２）』の内容に変更されて

納得できない」という相談が寄せられた。具体的には、携帯電話機の外装交換費用が「ス

ーパー安心パック」では無料であったが、「あんしん保証パック」では 20％（約 3,150 円程

度）の自己負担が発生するという内容である。 

 

当センターで相談内容を検討したところ、保証サービス内容の変更については契約者に

十分周知していなかったこと、また約 490 万件にも上る「スーパー安心パック」を契約し

ている消費者の利益を一方的に制限するという不利益的な変更であることから、事業者に

対して改善の要望書を送付し、2 ヶ月間に数次にわたる交渉を重ねた。最終的に事業者は、

契約者への事前周知が不十分であったことを認めて、当センターの要望内容に添った対応

を行なうとの回答があった（後述）。 
当センターでは、契約者への再周知・意思確認と併せて、受領した外装交換費用を返金

する等、当センターの指摘に対する事業者の対応については、一定の評価をしているとこ

ろである。 
その上で、事業者が自ら行なう契約者への周知とは別に、当センターにおいても事業者

の対応内容を契約者に周知して注意喚起をすることは、事業者におけるこのたびの対応の

実効性をさらに向上することにつながると考えられることから、情報提供を行なうことと

した。 

 

１ 相談の概要 

（１）相談件数 

「『スーパー安心パック』の外装の修理に関する契約内容が一方的に変更された」という相

談は、ＰＩＯ－ＮＥＴ(全国消費生活情報ネットワーク・システム)の相談概要等を精査し

たところ、81 件*1 入力されていた（2008 年 5 月 31 日現在）。 

 

*1 ＰＩＯ－ＮＥＴの検索・集計機能を用いることができないため、苦情相談情報の中から、各事例を個

別に精査したものである。 
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２ 相談事例（各地消費生活センターから当センターに寄せられた相談事例） 

【事例１】 

１年半前に携帯電話機を購入する際に、携帯電話機の保証サービスである「スーパー安

心パック」も同時に申込んだ。販売店の担当者からは、「毎月約 500 円の保証料を支払えば、

故障の無償修理、盗難・水濡れ時に新しい携帯電話機を特別割引価格で提供、外装破損の

無償交換などの特典がある」と説明された。 
最近、携帯電話機の折りたたみ部分が破損したため、通話機能等に問題はなかったが外

装の無償交換を求めたところ、現在は「あんしん保証パック」の「破損保証サービス」が

適用されることになったとして、外装交換費用（15,000 円～18,000 円）の２割を請求され

た。自分は「納得できない」旨を申し出たところ、販売店の担当者からは、「昨年の秋から

『あんしん保証パック』の規約を適用することにし、その後１ヶ月間、カタログとホーム

ページで周知した。また規約には、『サービス内容は予告なく変更する場合があります』と

の条項がある」との回答があった。しかし、当初の説明どおりに無償対応して欲しい。 
                      （京都府 男性 30 歳代 給与生活者） 

 

【事例２】 

2007 年 7 月に、携帯電話の料金プラン見直しに出向いたところ、販売担当者から「携帯

電話機は２年間の割賦契約になるので、その間に解約すると違約金がかかるが、有料の保

証サービスに加入すれば、半年後から半年間に１回ずつ、外装を無料でリニューアルする」

と説明されたので、新たな携帯電話機の購入と同時に、「スーパー安心パック」に加入した。

10 ヶ月後、販売店に外装リニューアルを依頼したら、「現在は『あんしん保証パック』の『破

損保証サービス』が適用されることになった。3,150 円かかる」と言われた。保証サービス

を一方的に不利な内容に変更し、通知もなく納得できない。最低限、割賦代金支払い期間

（２年間）は、説明どおりに対応すべきだ。（宮崎県・男性 30 歳代 給与生活者） 
 

【事例３】 

2006 年 12 月に携帯電話機を契約し、月額約 500 円の「スーパー安心パック」に加入し

た。2008 年 3 月に、「外装破損の場合修理代１００％割引」という説明に基づき修理を依

頼したところ、販売店の担当者から「80％割引に契約条項を変更したので 3,150 円支払っ

てほしい」と言われた。契約条項が変更されたことは知らされてなかった。一方的に消費

者に不利益な内容に変更し通知しないのは不当といえないか。   
（福岡県・男性 30 歳代 自営・自由業）   

 

３ 当センターから事業者への要望内容(平成 20 年 6 月 20 日付) 
「スーパー安心パック」を「あんしん保証パック」に変更することは、消費者の利益を

一方的に制限するという不利益的な変更であることから、次の内容を要望した。 

「スーパー安心パック」の契約者には、今後とも「スーパー安心パック」契約時に締結

した契約内容である外装交換の無償対応を保証すること。当初の契約内容を変更するの
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であれば、「スーパー安心パック」契約者に対して、「あんしん保証パック」を適用する

ことを十分に個別に周知し、契約内容の変更に係る同意を得ること。 

 

４ 当センターの要望に対する事業者からの回答の概要(平成 20 年 8 月 4 日付) 
「スーパー安心パック」の内容改定につき事前告知が不十分であったことから、以下の対

応を行う。 

1. 2008 年 8 月から 10 月までを再周知期間とし、SMS(携帯端末向けのメール)と請求書同封

物による告知を実施する(各々3回を予定)。全契約者に改めて周知する。 

2. 上記 1.の再周知期間中の外装交換は、内容改定以前のとおり無償とする。 

3. 2007 年 11 月から 2008 年 7 月までに外装交換を行った「スーパー安心パック」の契約者

に対して、個別に通知の上、返金処理を実施する。 

4. 上記 1.の再周知期間中、サービス内容改定後の「スーパー安心パック」を継続して利用

するか否か、または「あんしん保証パック」を新たに契約するか否かについて、個々の

契約者が意思表示可能なシステムを SMS 内に設けて意思確認を行う(意思確認を行うため

のシステムが完成次第、実施する予定)。回答がなかった契約者については、2008 年 11

月からサービス内容改定後の「スーパー安心パック」を適用する。 

5. 2008 年 11 月から 2009 年 4 月までの 6ヶ月間を再説明期間とする。再説明期間中は、告

知に関して認識のない契約者へ再度改定内容を説明するとともに、納得が得られない場

合には、状況に応じて柔軟に対応する。 

 

５ 「スーパー安心パック」契約者へのアドバイス 

（１）携帯電話のショートメッセージサービス等にて案内があるので、確認すること 

「スーパー安心パック」の契約者には、携帯電話のショートメッセージサービス（以下、

ＳＭＳという）を用いて、事業者から「スーパー安心パック」のサービス内容の変更と

「あんしん保証パック」の案内が行なわれるので、内容をよく確認して判断することが

大切である。事業者の周知内容について不明な点などがあれば、些細なことでも事業者

に問合せること。 

 

（２）事業者の回答内容が履行されない場合には、消費生活センターに相談すること 
事業者の回答内容が履行されない等の問題が発生した時には、最寄り消費生活センター

に相談すること。 
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適格消費者団体との連携について 

 

ソフトバンクモバイル株式会社（以下、事業者）の携帯電話機の有償保証サービス（「ス

ーパー安心パック」）については、適格消費者団体の特定非営利活動法人京都消費者契約ネ

ットワーク（以下、京都消費者契約ネットワーク）でも、当センターの交渉時期とほぼ同

時期に、契約者との合意なく契約内容を変更したこと等について事業者へ質問状を出して

おり、ほぼ同じ趣旨の回答を得ていた。 
 

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を行使することができ

る要件等を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものである。現在は、6

団体が認定されている。差止請求権は当初消費者契約法に導入され、その後、法改正がな

され、「景品表示法」や「特定商取引法」にも制度が導入された。このように、適格消費

者団体が差止請求権を活用する場面は拡大していると言える。それに伴って、当センター

との連携する機会も増加してくるものと思われる。 
 
当センターでは、現在、消費者契約法第４０条に基づき適格消費者団体から情報提供の

請求があった場合、同法施行規則第３１条に基づき、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報を提供している

が、今後は情報提供の請求があった場合で、例えば当センターであっせん中であったり、

又は、あっせんを始める予定であった場合などには、必要に応じ、適切に連絡を取り合っ

て消費者被害の解決に向けて取り組んで行きたいと考えている。 
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